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中

華

人

民

共

和

国

土

地

改

.革

法

と

「

富

農

.経
済」

#

存

政

策
"

_
翻

ー
、

:1
-
地
改
革
の
経
済
的
根
拠
.

ニ
.、「

暫
行
土
地
法i

に
始
ま
る
' 
一
速
の
.土

地

改

革

と

.

:

- 

■ 

'
そ
の
直
接
的
誰
結
果

三
、
社
会
主
务
へ
9
過
渡
的
土
地
所
有
形
態
と
し
て
の
'

>

'
:.
小
農
民
的
i
地
私
有
と
小
商
品
生
産 

中
華
A*
民
共
和
国
土
地
改
革
法
.の
性
格——

四
、
’農
業
の
：’社
会
主
義
的
改
造
を
め
ぐ
る
諧
問
題
：

ー.九
四
九
年 

ー
0
月
ニ
日
に
中
華
人
民
共
和
国
中
央
政
府
が
成
立
し
、
そ 

の
翌
年
六
月
に
そ
の
経
済
体
制
の
_基
礎
を
形
造
る
中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革 

法
が
.公
布
せ
ら
れ
る
ま

で
に
行
わ
れ
た
土
地
改
i

施
の
時
期
と
そ
の
基
礎
に，
. 

な
つ
た
法
#-
は
後
述(

注
14)

の
'如
き
で
あ
る
が
、
知
れ
ら
の
..

い

わ
ば
人
民
民
主 

主
義
的
土
地
所
有
へ
の
移
行
の
プ
ロ 

ロ
.丨
次
と
し
て
の
改
革
が
ど
の
ょ
ぅ
な
内 

容
を
も
■?
て
ど
.0
:
ょ
ぅ
忆
_

さ
れ
た
か
を#

^
1
、「

そ
め
本
質
柄
意
義
を
確
.

六
ニ
.

(

四
三
四)

:

平
：

.

:

野

絢

子

.
認
し
て
お
く
こ
と
は
中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
の
性
格
と
、
グC-
-
の

人

民

民
 

-

、
主

主i

済
に
お
け
る
役
割
の
理
解
べ
接
近
ず
る
ぅ
え
で
不
可
欠
.の
前
提
を
な 

す
も
の
と
.考
え
ら
れ
る
。
：し
た
が
マ.て
本
章
に
お
い
て
は
そ
の
改
革
を
必
然
化 

し
た
当
時
の
農
霧
造
令
考
察
し
セ
い
と
思
ぅ
。
民
領一

一
十
三
年
八
月(

一
九 

-

三
四
年)

(

全
国
経
済
委
員
会
の
資
料
に
よ
れ
ば
、

一
〇
m ,(

我
が
国
の
六
反
ニ 

.

畝
強)

.、の
耕
地
所
有
農
家
は
全
体
.の
五
九
•
六
％
、
ニ
〇
M ,(

一
 

町
三
反
弱)

■;
-
以
下
が
八
〇
.

七
六
^
を
占
め
て
い
る
が
-̂

こ
咖
ら
の
所
有
す
る
耕
地
は
総
面 

積
の
前
者
が
一
七
..
六
三
％
、
後
碁
と
し
て
も一 
一

I

七

，
四
三
％
し
か
占
め
て
い 

■
な
い
。
別
な
資
^

2
ど
れ
ば
鐵
か
1
ー：ー'
.五
％
の
地
主
と
六
.
四
％
の

裏

•(

兼 

■
地
主)

が
総
耕
地
£

ハ
三
：.，
：<

%
を
所
有
し
、
総
#

家
中
の
七
〇
％

|

め
る 

.

.貧
_
、
雇
農
が
僅
か
に「

八
'
,
四
％
の
耕
地
を
所
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ 

■ら
派
地
少
地
の
農
民
は
そ
の
殆
ん
ど
が
佃
農
.

(

小
作)

(

全
く
土
地
’を
有
せ
ず
又 

'•
:
は1

1
以
下
の
土
她
所
有
者
の
小
作
農
、
全
農
家
の
四 

一
％
丨
全
国
平
均
丨y

 

'.
と
し
て
、.
一
部
は
福
農
へ
被
傭
農
業
労
働
者
九
％)

と
し
て
、
地
主
或
い
は
地
主 

的
當
農
の
支
钷
の
下
に
経
済
外
#

#〈

地
主
道
屑
の
自
衛
武
力
ー
智
警
察
力〕

を
通
じ
.て
：五
〇
％
を
上
ま
わ
る
高
率
小
作
料
収
取
を
余
籐
な
く
さ
れ
て
い
た
の 

で
あ
る
■ 
°中
国
に
お
い
て
は
農
業
技
術
が
お
く
れ
、
.化
学
肥
料
は
勿
論
厩
肥
役
，
 

T

も
行
わ
れ
ず
粗
放
経
営
で
あ
り
、.
収
獲
量
は
水
田
地
帯
に
お
い
て
ほ
ぼ
我
が 

国
：の

1

2
に
匹
敵(

革
命
前)

し
：た
。
だ
か
ら
最
低
の
農
家
経
済
再
生
産
可 

能
限
#

規
模
と
い
わ
ず
ど
う
に
か
餓
死
し
な
い
'で
：食
べ
.て
ゆ
く
に
ぎ
り
ぎ
り
の 

面
積
は
南
中
部
米
作
i

で

一.
0
畝
以
上
、
北
支
の
畑
作
農
法
に
お
い
て
は
.ニ 

十
畝
以
上
を
必
要
と
す
る
か
e>
2

、
全
農
家
の
五
九
：
六
％
を
占
め
る
ー
：〇
畝
以 

下
.の
農
家
の
経
営
規
模
の
零
細
度
は
追
.っ
て
理
解
す
'る
こ
と
.が
で
き
よ
う
。
更
. 

に
こ
の
.一
農
家
当
り
の
経
営
耕
地
は
六〜

ニ
〇
_
に
も
分
散
し
て
い
る
の
を
常 

と
し
.て
い
た
.の
.で
あ
っ
た
。「

そ
の
不
胃
砠
吣
㈱
罾
は
小
経
営
の
^
^
、

技
螂 

の
極
度
の
低
位
に
現
わ
れ
る
後
進
性
で
.あ
る」

。
：
こ
：の
よ
う
な
状
態
に
お
V
 

て
は
、「

小
規
模
生
産
の
中
に
：ひ
そ
む
生
産
力
発
展
の
一
切
の
潜
在
的
可
能
姓 

の
実
現」

を
阻
ん
で
：い
る
地
主
所
有
地
の
直
接
生
産
者
べ
の
分
13_

*

.

i
 

自

田

」

、「

計
ロ
.

I

田」
——

こ
そ
焦
眉
の
緊
急
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
が 

っ
た
。 

•

し
か
し
.な
が
ら
一
部
に
は
佃
農
が
一
跺
に
農
業
経
営
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る 

と
い
う
こ
と
か
ら
、
田
租
、
小
作
料)

の
本
質
は
.す
で
に
資
本
主
_
的
で
あ 

り
、
当
面
す
る
間
題
は
土
地
の
分
配
で
.は
な
く
資
本
の
分
配
で
あ
る
と
主
張
す
，

、

cik
6) 

，

： 

C

注 
7〕

.る
人
々
が
あ
っ
た

。

こ
の
.

主
張
は
、
農
民
の
過
半
数
を
占
め
る
佃
農(

小
作)

が
時
に
..は
武
力
ま
で
伴
っ
た
経
済
外
菌
を
通
じ
て
■そ
の
，剰
余
労
働
.の
す
ベ
：
 

て
、
.必
要
労
働
部
分
ま
で
喰
い
こ
ん
で
生
産
物
め
形
態
で
或
い
は
そ
の
本
源
的
，
 

形
態
で
あ
.る
労
働
の
ま
ま
で
地
主
に
収
取
さ
れ
て
い
た
事
実
I

封
建
地
代
職

:

中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
と

「

富
農
経
済」

.
保
存
政
策

疇
に
属
す
る
小
作
料
と
し
：て
実
魂
す
る
土
地
所
有
の
半
封
建
的
性
格——

を
無 

视
し
1

論
贮
立
脚
し
て
い
る
。
.従
っ
亡
生
産
カ
の
発
展
を
阻
害
す
る
実
体
を 

把
掘
で
き
ず
只
資
本
の
欠
乏
に
そ
の
原
因
を
求
め
义
た
め
に
、
土
地
租
入
の
一
一 

つ

の

型

「

農
村
経
済
に
：お
け
る
正
反
対
の
意
義
を
有
す
る
‘

1

一
つ
の
形
式」

.

を

類

別

，
し
.え

な

，
か.フ
た
.の
で
あ
る
。
.
土
地
を
租
入
す
.る
農
家
に
は
一
一
.種
あ 

る
の(

で
、
第T

ぼ
資
金
と
鼻
具(

資
本)

を
有
す
.る
富
農
で
農
業
释
営
拡
大
の
た 

め
に

^
%す
る
が
、
そ

の

租
入
地
は「

資
ボ
の
担
い
手
と
し
て
の
：

」

生
産
手
段
で 

あ
り
、
他
人
労
働
を
収
奪
す
る
こ
と
に
ょ
っ
で
^

ホ
に
^'
ぬ
す
る
。
第
二
の
場 

合
は
土
地
を
殆
ん
：ど
或
い
は
全
く
有
し
な
い
貧
農
が
そ
の
農
奴
的
生
活
維
持
の
„ 

た
め
に
借
地
す
る
も
の
で
、
土
地
そ
の
も
の
と
し
て
は
生
産
手
段
で
あ
る
が
佃 

農
に
と
っ
て
は
資
本
.へ
の
転
化
の
可
能
性
を
も
た
な
い
？
い
わ
ば
生
活
手
段
に 

他
な
ら
ず
、
'
が
：え
っ
て
無
制
限
に
収
奪
.さ
れ
る
軌
で
あ
る
。
第
一
の
租
佃(

借 

.地
農)

の
增
加
は
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
を
表
示
す
る
が
、
第
二
が 

支
配
的
.に
存
在
す
る
と
い
ぅ
こ
.と
は
前
資
本
主
義
経
済
の
支
@3
的
影
響
を
表
示 

し
ぅ
る
に
と
ど
ま
る
0
戔
該
段
階
の
中
国
に
お
い
て
は
佥
借
入
地
の
随
か
九
、

一一̂

が
富
農
：の
手
中
に
.あ
り
、
残
余
は
中
農
と
く
に
貧
農
の
宇
に
あ
る
以
上
十 

中
九
つ
ま
で
中
国
の
租
佃
制
度
は
農
業
経
営
拡
大
の
た
め
で
：は
な
く
、
単
に
生 

活
維
持
の
.た
め
に
存
す
る
第
ー
一
の
型
に
属
す
る
こ
と
は
明
ち
か
で
あ
る
。
こ
の 

ど
と
は
他
面
中
国
に
お
け
る
富
農
が
数
と
し
て
も
少
な
い(

農
家
戸
数
の
六
•

四
％
> 

"た
.け
で
な
く
、
田
租
.の
#
率
と
商
品
経
済
の
農
村
浸
透
の
微
弱
か
ら
常 

に
雇
傭
労
働
力
に
ょ
っ
て
^

#

#

%を
拡
51

す
る
ょ
り
，は
土
地
を
租
出
し
ょ
ぅ 

と
す
る
地
主
的
f

を
有
し
て
お
り
、

一
九
ニ
九
年
の
無
^

の
,

で
は
ー
§

. 

.六

三

C

四13

一'五)

.



耕
地
：の
.平
均
五
汚
：

•：

七
^

を

晋

し

，て
凇
り
、

,#
農
の
租
入
地
：は
経
営
耕
池
^

,' 

九

*
ユ
涔
に
す
ぎ
：な
い
が
、.
.他
方
土
地
改
藤
前
の
帝
政
：ロ
ギ
ァ
農
村
'に
お
ド 

:
友
は
、：藍
が
そ
の
経
営
面
積
め
五
九
％
を
借
入
淑
農
業
労
働
者
を
雇
傭
^

マ

： 

商
品
生
産
を狩

：：
っ
七
い
^
。ハ
こ
と
に
改
«

刖
の
屯
国
禀
0
性

格
->
'
中
国
農
村
：
' 

に
：柄
け
る
役
割
を
t

か

が

こ

と

が

：で
き
る
0 

.

.
,
:

:
:
:
.
:
*
:

, 

.

.-

.
: 

■
 

• ■
 

•
 

- 

.
 

.
 

r.-
 

-
 

..
 

-
t 

.

.

.

. 

.

.

.

.
:
> 

•

、.

，
 

.

.

,

..

..

§
1

0 

‘土
：地
：委

員

会

：全
国
土
地
調
査
報
告
綱
要
。
、：内
政
部
及
び
財
政
部
に
''

ょ
るf

六

昝(

河
北
、
山
東
、
河
南
、
山
西
、
.
陕
西
、

江
蘇
、

安
#
、

ヱ

■'
.西
、
：湖
北
、，
湖
南
、
淅
江
、
福
建
、つH.
東
、
広
西
、
察
吟
爾
、
.緩
遠〉

の
調
'

查
に
基
く
も
の
。
日
辺
勝
7£「

支
那
土
地
制
度
研
究」

一
一i

ナ
頁ヽ
。

(

注

2
}
薛

暮

橋「

吏

那

農

村

経

済

概

論

」

V一
--
ー
 
芎

^
(

注
3)

邊
野
朗「

支
那
土
地
制
度
研
究j

九
六
頁
。

-

.

(

注
4)

孫
暁
村「

現
代
中
国
的
土
地
問
員」

、李
景
漠「
定
県
土
地
調
査」

(

共

に
' 
一
九
三
六
年)

、「

中
国
農
村
問
題」

•
九
0
頁
。 

.
/ 

:

(

注
5
}
..';

孫
文
の
土
地
政
策
。
中

心

は「

地
権
平
均
説」

で
、
土
地
を
合
理
的

.価
格
で
国
有
と
し
耕
作
農
民
に
分
配
し
ょ
ぅ
.と
し
た
？
し
か
し
土
地
集
中
の

-

経
済
的
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
、
地
価
の
縢
貴
を
抑
え
る
役
割
；し
.

か
現
樊
に
は
裉
さ
な
か
ら
た
の
で
、
新
官
僚
制
度
の
下
、
国
民
党
.の
土
地
政

策
の
根
本
理
念
と
な
っ
て
も
何
ち
実
を
結
ば
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
突
現
し
た

の
が
中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
で
あ
.る
。

.

(

注
’6)

趙
跺
僧T

中
国
土
地
問
題
的
本
質」

「

中
国
農
村」

.第
ニ
4

第
五
期

(

一
九
三
六
年)

「

中
国
農
村
問
題」

.

.八
五
：頁
。
.
.

(

贫
7)

.：

換生途者が：自

3-
の
生
活
資
料
に
必
要
农
生
._産
手
段
お 

:

;
働
条
件
の
.占
有
者
^
な
，つ
て
い
る
：い
.か
な
る
形
輝
に
お
.い
て
.も
生
鹿
手
段
の 

.所
有
関
係
：は
同
時
.に
支
配
：隸
屈
：の
関
係
と
し
：て
規
わ
.れ
：直
接
：生
：産
考
は
非
自 

.
由
考
と
べ
し
て
現
わ
れ
ざ
る
^
え
な
い
し
タ
ー
と
ぅ
し
た
条
件
め
も
と
で
は
名
目 

的
土
地
：所
有
着
-<
0
:た
め
め
：剰
余
労
働
は
.経
済
外
的
強
制
に
’ょ
マ
て
の
み
彼
ら 

か
ら
強
奪
さ
れ
る」

0
:
K
,
M
a
r
x
,

 

sp
a
s
E
a
p
i
t
a
l

.-V
o
l
k
s
a
u
s
g
a
b
e

 

.be
s
o
r
g
t

 

V
o
m̂
a
-
r
x
-
E
n
g
e
l
s
-
I
t
e
r
L
i
n
-
I
n
s
t
i

ct-
u
^
B
d
.

 

I
I
L

 

w
.

•
oo
4

r
長
谷
部
文
雄
.訳…

第
十
三
分
冊
：：
一
一
一
五
_

^

K
。
明
ら
か
に
当
該 

'
:段
斷
の
佃
農
の
支
#

ぅ
地
代
は
狱
役
或
：い
は
.生
產
物
：の
形
態
を
：
と
っ
て
お 

り
、':
剰
余
労
働
の
.支
配
的•

通
例
的
形
態
で
あ
っ
'
.て「

平
均
利
潤
の
'超
過
分」 

.で
も
、
.

「

平
均
利
潤
か
ら
の1.

控
除
部
分」

で
も
.「

平
均
利
.潤
の
ぅ
ち
で
実 

.
現
さ
れ
，る
唯
.

一：：

の
：部
分」

(

分
劍
地
農
民
の
支
払
ぅ
地
代)

で
も
な
い
。
従 

っ
て
.そ
の
h佃
農
の
当
面
す
る
間
.題
.は
半
封
建
的
土
地
所
有
関
係
の
廃
棄
.で
あ 

る
？

：
 

. 

' 

.

:

'

.こ

土
地
改
革
の
ぱ
し
り
と
し
セ
は
す
で
に
.
.

(

注
i

で
述
べ
た
地
権
平
均
説
に

,

:

C 
注 
8
>

基
ズ
土
地
政
策
、
即
ち
国
民
政
府
の
ニ
五
狻
租
政
策(

一
九
二
七
年)

、

土
地 

k
パ
ー
九
_三
〇
«

が
あ
る
が
、前
者
は
小
作
料
の
す
え
お
き
輕
減
に
限
ら
れ
、
 

徹
底
せ
ず
、
更
に
土
地
法
は
一
九
三
六
年
ま
で
施
行
が
延
期
さ
れ
た
上
、
'翌
年 

支
那
.事
変
の
勃
発
に
ょ
っ
て
中
止
さ
れ
全
X

そ
の
実
を
み
な
か
フ
た
。
従
っ
て 

本
格
的
な
土
地
改
革
は一

九

三

〇
年
五
月
全
国
中
華
ソ
//
ヱ

ト

区

犬

，

会
を
通
過
し
、
九
月
の
中
央
準
備
委
員
会
で
修
正
ざ
れ
た「

暫
行
土
地
法」

に 

始
ま
る
。
本
稿
で
ば
そ
の
後
の
一
連
の
土
地
改
革
‘の
個
々
の
内
容
を
分
析
す
る
. 

こ
と
を
目
的
と
せ
ず「

富
農
経
济」

.
と

の

麝

を
■

し
、
''' 本
章
で
，は
人
民
民 

主
主
義
の
土
地
改
革
と
し
て
の
意
義
を
小
土
地
私
有
と
小
商
品
生
産
の
視
角
か 

ら
接
近
す
る
為
の
問
題
点
を
盤
理
す
る
。

: 

土
地
改
革
が
ど
の
よ
う
な
階
級
に
よ
つ
て
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
つ
て
、
 

ま
た
ど
の
よ
う
な
時
期
に
実
施
さ
れ
た
か
と
.い
う
こ
と
.は
、
い
か
な
石
場
合
に 

も
土
地
改
革
の
評
価
に
と
：つ
て
重
要
な
&

#

^

#で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特 

に.「

プ
，ロ
レ
タ
.リ
7
革
命
.に
成
長
転
化
.す
る
.ブ
，.ル
ジ
.ョ
ァ
民
主
主
義
^%

」

.に

. 

せ
よ
、..

「

ブ
ル
ジ
ョ
ァ
民
主
、王
義
的
.任
務
の
広
汎
な
遂
行
を
セ
も
な
う
プ
：
ロ
レ 

タ
リ
ァ
革4

1」

に
.せ
よ
、
入
民
民
主
主
_
罾
命
の
第
：

1.

段
階
の
性
格
を
規
定
す 

ベ
：き
重
要
な
役
割
を
有
す
る
土
地
改
革
の
場
合
は
尙
更
で：

あ
る
。：

.

:

革
命
根
拠
地
.に
：樹
立
さ
れ
た
中
華
ソ
.ヴ
.
H
.
K共
和
国
に
よ
る「

暫
行
土
地
法」

.

, 

.
I:
' 

- 

I

V
 

a

九
'

l
!
1
o

年
.九
月
.

)

始
ま
り
、
五
、
ペ
四
：指
示(

：.ー-'
九
.四
：_六
年
.五
月)

'>
中
国
.

土

地

樊

綱

C
1

-'-

九四
：：

セ
年
：1
0
月)

が
ら
中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
.
：

(
1

九
五
〇
年
六
月)

に
室
：̂
:
1連
办
土
地
改
革
於
张
通
す
る
基
本
的
な
特
徵
は(

労
働
者
階
級
と
貧
農
を
軸
と
し
た
農
民
の「

勤
労
者
勢
力
,-
が

//
'
そ
れ
な
し
に
.

_

は
次
の
：段
階
に
移
行
し
え
な
い
、
人
民
民
主
主
f

命
の
第
句
段
階
に
お
け
る

決
定
的
な
布
石
と
し
て
行
マ
だ
土
地
改
子
，
の
主
役
を
演
じ
た
ど
：い
う
こ
と
次

ぁ
り
、
.：全
地
宝
貸
®

©

龄
6

渺
盼
之
觥
地
少
地
及
農
民
：へ
の
分
配
、'
す
な
ゎ
.

，.ち
毕
i

的
土
地
^

^

係
め
根
本
的
な
故
拭
i
農
民
的
土
：

i

所
有
の
実
現
を

:

そ
.の
目
的
と
じ
た
点
で
あ
る
。
：す
な
わ
ち
ー
方
で
は
:「

自
ら
は
労
働
に
参
加
せ

■-
 

.
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.
/
■■
.

-

.

.

中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
茧
法
とT

富
農
経
済」

.保
存
政
策

ず
、
-小
作
料
.に
ょ
っ
て
生
活
す
る」

も
.の
.の
土
地
私
有
地
、.
公
有
^

へ
寺
院
、

廟
宇
、
.祠
堂
、
学
校
、
教
会
、
団
体
、
氏
族
共
有
地)

は
す
べ
て
村
ソ
ヴ
ェ
1
大 

会
に
お
い
て(

W

行
土
地
法
：}、
.郷
村
農
民
大
会
に
お
い
て(

中
国
土
地
大
辋)

、

郷
農
民
組
合
が
郷
或
い
は
郷
に
等
し
い
行
政
単
位(

村)
に
お
い
て(

中
泰
人 

民
共
和
国
土
地
：改
革
法
-

以
下
土
地
改
革
法
と
呼
ぶ
I

)
接
双
さ
れ
、
他 

方
金
耕
地
が
.人
、ロ
.、，.労
働
カ
に
応
じ
て
パ
暫
行
土
地
法
> 
或
い
は
人
口
•に
応
じ. 

て

(

土
地
大
綱)

：
無
償
で
平
均
分
配
さ
れ
た
;〈

.土
地
改
箪
法
で
は
没
収
地
の
み 

人
ロ
.に
比
例
ヤ
^.
平
尚
分
配)

？
：こ
.こ
に
ブ
ル
.ジ
ョ
ブ
：ジ
ー
:の
存
在
を
無
揭
で 

き
な
い
た
め
.に
#

償
収
用
か
^

は
M

S
没
収
し
て
^
有
償
分
配
の
形
を
と
ら
ざ 

る
を
え
な
か
マ
た
東
欧
諸
国
.
'

(

ブ
ル
.ガ
：リ

-T
、：〔

.フ
ァ
ッ
シ
ズ
ト
の
.外
は

：

有
償

収
用〕

'
ポ
1

ラ：

ン
.ド
、
.
チ
ェ
コ
.
ス
.ロ
ヴ
ァ
キ
ヤ
、

ハ
ン
ガ
ヴー

、

ル
1

マ
.
ニ

7)

ソ
に
対
し
'て
無
償
没
収r
無
償
分
配
を
行
い
え
：た
中
国.の

権

力

の

辕(

中 

国
経
済
办
諸
条
件
を
含
め
て.

)

.

.が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
山
林
、
氷
利 

施
設
、/
芦
地
、
：果
樹
園
、
池
、
荒
地
も
農
地
：に
準
ず
る
が
、

'太
森
秫
、
.大
水
利 

施
設
、
大
塩
田
、
鉱
山
，、
：大
牧
場
、

i

大
荒
地
及
び
湖
沼
、
港
湾
な
ど
ば
す
ベ
て 

国
有
5
1>
'
、
_

が
経
営
管
迦
す
るC

土
地
太
■綱
第
九
条
、i

地

'
改

茧

法

第

一 

ム
条)

こ
.と
'は
：

「

あ
ら
ゆ
る
地
主
：の
士
地
慕
権
は
廃
止

」
(

大
綱
第
一.ー；雨
> 

さ 

れ
，
8

1
^

田
甩
.'
'
の

土

地

製

。

(

同
第
、ー
条)

、.：
す
な
わ
：ちr

寶

的

土

地 

所

贏

が

実

施
1-
-
'

(

土
地
改
革
法
第-:
赛

：

(
=

&
&

阶

和

命

i

 

一
ょ
り
：小
農
民
経
常
様
：式
：に
お
け
る
生
産
カ
.発
艇
.の
甚
礎
条
件
が
確
立
：

)

さ
れ
た 

£:
^

を
意
味
す
る
：わ
け‘で
灰
る
。
尙
地
主
の
家
畜
 

>
:農
具
、
':不
要
と
認
め
ら
れ 

る
家
屋
、W
食
觀
も
没
収
分
配
各
れ
：た
弓
大.？

^

八
#

「

土
地
改
革
苈
-0

:

:
:
'
'
.
' 

'

:

:

六
五
:':(

四
.三
七)

.

\

4

1



:.
.ニ

楽
:"Q

部
資
本」

の
再
.分
配)

〕

。
：

.

V 

.と
れ
ら
-
連
の
土
讓
ぎ
に
共
通
し
て
更
に
特
微
的
.

^
--
^

ば
、
：新
汾
配； 

地
、
旧
所
-

^
を
間
：お
ず
す
べ
て
.の
土
地
所
有
者
が
土
地
を
自
由
.に
経
営
し
、
•
 

売
貿
し
^
實
貸
す
る
権
利
が
眾
認
さ
れ
て
い
る
点
キ
土
地
大
辋
ビ
第
ー
-
条
、

^
土
地
改
革
法
^
第
苎
^
条
^
で
あ
ャ
て
入
東
欧
菌
の
王
地
改
革
に
卞
い
て 

各

国

が
--
)
'新
分
配
地
^

谷
い
ほ
}

^
地
の
売
實
、
へ
分
割
贈
与
、
，抵
当
な
ど
土
地

ん-
. 

..

.

,

.

.
■.
 

. 

’

移
動
を
禁
止
な
い
し
_

し
た
|—

の
：岑
い
い
対
象
で
あ
る
.'(

後
逑)

。
::
:

土
地
改
苹
の
直
接
的
諸
結
果
。
没
収
、.
再
分
酿
の
総
面
積
は
約
ゼ
億S

で
約
：
 

三
億
人
.の
無
地
少
地
の
農
民
に
分
配
さ
れ
た
.。：：
な
の
よ
ぅ
な
分
配
に
よ
っ
，て
河 

署

で

.は

耕

地

総

酿

積

：の
ー
ー

5.
%

が
、
湖
北
省
，で
は
Eg」

_
%が
、
.湖

南

省

.で
ぼ 

四
五
％
が
、
江
西
省
で
は
四
六
^

か
、
成
褢
首
で
^

五
六
％
が
，
広
西
省
で
：は 

M

一
％

が
，そ

し

て

中

国

全

体

に

一

つ

い

て

.み
れ
ば
耕
地
緣
面
積
の
四
3

%
が
地
主
：

':
<
注
20
> 

'

か
ら
農
民
の
手
に
移
？
た
。
：「

弟
々
地
主
に
年
具
と
し
て
収
め
ら
れ
た1

一
芊
万
，

.
t
.
,

(

注
21
> 

— 

.

.■

>■
ン
以
上
の
i

l_
,が

農

民

の

宇

，に

渡

る

こ

，と

に

な

る

0
'こ
れ
は
一
人
当
ゥ(

人

.

.

ロ
比
例
分
配
で
あ
る
が
ら)

.地

域

に

：よ

〉

っ

て

異

な

る

が

湖

北

、
爾

省

.に

.例

を 

と

れ

ば

豹

一T

一
 

i

ハS
(

約
.一

皮一：：

一
畝)(

家
族
が
少
な
く
一
：
人
乘
い
は
：

『
一
人
パ 

の
場
合
は
余
分
に
分
配
さ
れ
る
か
ら
-*
戸
当
り
四
人
と
し
.て
約
㈣

反
八
畝)

it
.

、它2 

ノ

た
に
分
配
さ
れ
；た
こ
と
に.な
る
。
.と

れ

は「

暫
行
土
地
法」

の
如
く
貧
農
に
分: 

S3
の
優
先
権
を
与
え
ず

(

東
欧
は
'優
先)

.、
又
地
主
、
農
村
残
留
の
商

H

業
者
及 

び
労
働
者
家
族
、
反
烹
叩
分
子
、
戦
犯
の
家
族
に
も
そ
れ
ぞ
れ
農
民
と
同
様
な 

'
一
入
分
の
土
地
お
，よ
び
生
産
資
材
を
.与

え

る(

土

地

改

革

法

第

，
一

◦

、
一'
R

* i
-) 

こ
と
か
ら
被
分
配
者
の
数
が
膨
大
忆
な
っ
た
こ
>

に
も
ょ
る
が
、
：破
*#
の
徹
底

:

さ

に

.̂
拘
ら
ず
.ー
ニ
尸
当
0-
め
平
均
分
配
量
は
決
し
て
農
業
経
営
に
と
.っ：.で

.
 

±
地
を
保
围
し
^

と

い

ぅ

こ

と

は

：で

ぎ

な

：い

走

あ

ろ

52
。：
 

.土
地(

の
分
配
に
よ
？

:

て
®

農

、.
^

€

:
に

上

得

し

、
：
.

村
满
に
：お.け

る

階

級

構

成

は

：い

ち

じ

か

し

く

変

化 

一
 

'城

も

拘

ら

ず

、土
地
改
革
ば「

機
械
化
に
と
っ
て

は
あ
ま
り
に
小:^
す
ぎ
、
 

-
.集
約
化
：'に
>:
.
>
.
?
て
.ゆ
余
.り
.に
»

む
す
ぎ
る
多
数
の
零
細
な
'い
し
小
..経

営

の

.存 

:

在
1—
と
.い

ぅ

裏

実

を

変

え

石

も

：の
，
で

ば

な

：か

(

運

。
：従
.っ
て「

農
業
生
庇
5

増 

大
ゆ
た
め
に
必
要
か
つ
屮
分
な
規
模
、の
農
«-
K

「

技
術
的
進
歩
一
機
械
化」

：

'

を

ぞ

れ

自

体

内

包

レ

て

は

レ

な

い

点

に

お

い

て

ハ

つ

ま

り

^

済

的

見

地

卜

か
 

.
ら

ば

「

究

極

的

解

決

彳

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

土

地

改

革

は

そ

れ

自

体

で

は

半
 

.

.一

封

建

的

土

地

所

有

関

係

を

根

本

的

に

農

村

か

ら

払

拭

し

、

小

農

民

経

営

に

お

け
 

る

生

産

力

発

展

：の

：桎

梏

と

し

H

の

過

重

な

地

代

；

(

支

配

的

•
通

例

的

な

剰

余

労
 

.

.
働

の

収

奪

)

.を

解

消

せ

し

め

'る

.こ

と

に

よ

り

、

そ

こ

か

ら

新

富

農

と

貧

農

へ

の
 

'
新

た

な

階

級

分

解

を

通

じ

て

当

該

農

業

が

小

土

地

私

有

=

小

農

f

の

有

す

る
 

「

1

.

の

社

会

的

坐

m

の

亮

展

.
•

資

本

の

，社

会

的

集

積

、
'
 

科

学

の

累

進

的

-

I

V
 

-

応
用
の
排
除
^

办
ら
脱
却
し
い
矢
規
模
生
產—

大
農
機
械
の
収
用
と
生
産
カ
の 

た
飛
躍
的
発
展
へ
到
達
す
る
道
を
..ひ
ら
く「

必
要
.な

経

過

的1-
-
役

割

を

有

す

る

の 

.'
み
で
あ
？)
:
。
r
.t
の
こ
と
ば
、
：%'
:と
よ
り
土
地
改
革
が
中
国
の
：人
民
民
主
主
肇 

命
第4

段
階
に
お
け
る
決
萣
的
な
布
石
で
あ
り
、
そ
0
徹
底
さ
が
そ
の
革
命
の 

.政
否
を
左
右
す
る
と
い
ぅ
大
き
な
意
義
を
咨
定
.す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論 

で
あ
る
。
：
.し
か
し
人
民
民
主
主
義
革
命
に
お
け
る
地
主
所
有
地
没
収
地
の
分
割 

II
'
小
土
地
私
有
I

小
商
品
生
産
の
小
農
民
経
営
と
い
ぅ
因
式
は
必
ず
や
従
来 

.
の
雄
封
建
的
地
主
.
•小
作
閨
保
に
代
る
富
農
：(

資
本
家
的
経
営
者)

,
M

s

業
労
働
.者)

の
基
本
的
対
立
を
顕
在
化
し
、
尖
鋭
化
せ
し
め
る
。
旧
富
農
の
.経 

営

耕

地(

労
働
力
を
厘
傭
し
て
耕
作
す
る)

や
小
量
の
貸
付
地
を
保
護(

土
地 

改
革
法
第
六
条)

ず
る
.一
方
、
土
地
の
売
賈
、
賃
貸
を
承
認
す
る(

同
第
三
〇 

&

中
国
に
お
い
て
は
、
階
級
分
化
の
進
行
が
推
し
す
す
め
ら
れ
飯
信
辰
化
傾 

向

S

た
な「

濃
業
に
お
け
る
資
本
ま
義
的
搾
取
関
係
1—
の
成
S

が
現
わ
れ
.. 

て
来
た
こ
と
.は
理
の
当
然
と
言
わ
な
け
れ
ば
及
ら
，な
い
め
で
あ
¥

、
.
.

(

注
8
>

従
来
の
小
作
料
の
二
割
五
.分
を
軽
減
し
ょ
ぅAJ

す
る
も
の
で
、
政
府 

の
修
芘
案
に
ょ
れ
ば
小
作
料
は
取
獲
の
71
:

0

%

を
最
高
.と
し
凶
作
の
時
は
減 

免
す
る
。'
田

、辺

勝

正

、

前

掲

魯

、
'
ル

五

八

頁

。

(

注
9)

す
で
に
根
拠
地
か
ら
ひ
ろ
が
.る
中
華
ソ
ヴ
.テ
ト
の
土
地
解
放
政
策
：

 

の
進
行
に
対
し
て
国
民
政
府
は
従
来
の
微
温
仰
対
策
で
は
杭
し
え
な
く
な
り 

公
布
し
た
。
小
作
料
の
最
高
額
を
三
割
七
分
に
引
下
げ
た
•が
、
小
作
料
の
滞 

納
に
よ
り
た
だ
ち
に
契
約
解
除
な
ど
菡
本
条
件
に
変
化
し
て
い
な
い
。

(

注
10
•
11)

「

資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
.の
も
と
で
の
♦フ
ル
ジ
ョ
ァ
民
主
主 

義
の
徹
底
が
そ
れ
_

体
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
民
主
^
義
の
否
定
を
意
味
す
も
の
で 

あ
る
こ
と
は
周
知
の
^

荚
で
あ
る」

。(

注
10
>

の
場
合
は
労
働
者
.階
級
と
農 

铒
と
が
権
力
の
主
体
.で
あ
つ
て
先
ず
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
民
主
主
_
吣
な
成
汎
な
任 

.
務
が
遂
行
名
れ
る
。
匕
の
場
合
に
は
土
地
改
革
は
そ
れ
な
し
に
は
次
の
段
階
. 

に
移
行
し
え
な
い
も
の
と
し
て
存
在
す
る
：C
A-
型)

。(

注
11
>
の
場
合
は
労 

働
者
階
級
に
ょ
る
権
力
樹
立
の
下
成
汎
な
農
業=

農
民
遮
¥

の
指
#

が
行 

•
わ
れ
襖
民
' の
.協
同
組
合
化
と
そ
の
生
鹿
的
統
合
が
農
業
革
命
と
し
て
社
会
主

義
建
辦
の
任
竣
の
ぅ
ち
大
き
な
役
割
を
有
す
る(

B
型)

。

こ
の
場
冷
土
地
改 

' 

.革
はT

通
り
す
が
り
に」

遂
行
さ
れ
る
点
が
前
者
と
異
.な
る
。
こ
れ
ら
の
型 

•は
そ
れ
ぞ
れT

そ
の
国
に
お
け
る
経
済
的
発
展
水
準
の
如
何
と
、
権
力
が
如 

何
な
る
階
級
に
握
ら
れ
て
：い
る
か」

.
に
ょ
つ

て
客
観
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と 

.

; .

で
あ
.る
。
.；
宇
高
基
輔「

東
欧
^
国
に
お
け
る
土
地
改
革
と
農
業
の
社
会
主
義 

的
.改
造」

「

変
革
期
に
お
け
'る
地
'代
箣
禱J

 

ニ
三
：
、

一
'.
一
 

五
、

一
.ニ
ニ
頁
及

び
レ
オ
，フィギユ

-
Iル

-1
社
.会
主
義
的
民
主
主
義
の
ー
，形
態』

-
-
<
民
民

主
主
義
拖
力」

勝
'辺
元
.
安
藤
正
明
訳
編「

人
民
民
主
主
.義
国
象
論」

七
一 

頁
参
照
。

.
- 

.

'(

注
12
> 

k
日
期
の
土
地
政
策
で
ぁ
る
た
め
に
、
農
民
の
利
か
嫩
護_

_
減
租 

減

息

(

小
作
料
ニ
■割
五
分
引
下
げ
、
利
子
一
割
以
下
へ〕

I—

は
地
主•

富 

農
の
利
益
#'
釙
|

究
租
交
畠c

小
作
権
耕
作
権
契
約
確
立
•
 

的
搾
取 

厳
禁
の
上
で
の
小
作
料
.
V利
子
の
支
払
い)

——

を
伴
つ
-c
'
p

わ

れ

る
T i

土

地
政
策
に
関
す
^
.決
定」

一
丸
四
七
年
一
月
前
掲「

資
料
集J

'

四
頁
以
下)

。

.

:

■

:

:

:

 

'

一
又
富
農
の
自
作
地
は
解
放
：の
対
象
に
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
.の
方
針
の
結
果
抗 

日
の
統
一
は
.崩
れ
ず
、

一
部
の
行
き
す
ぎ
，の
他
は
大
し
た
摩
擦
な
し
に
解
放 

地
区
で
は
次
第
に
土
地
所
有
の
木
均
衡
は
是
疋
さ
れ
六
割
近
か
つ
た
貧
雇
農 

は一

三
％
に
減
少
し
た
。
地
.主
の
人
拖
、
参
政
権
、
土
地
所
有
権
、
財
鹿
所 

有

梅

S

員
、
質
入
れ
を
ふ
-<
ぎ

の

.保
証
が
前
の「

赞
行
土
地
.法」

に
対 

し
て
基
本
的
に
異
な
り(「

資
料
集」

八
頁)

戦
時
の
特
殊
事
情
，に
”ょ
る
か
ら 

±.
地
：改
翁
の
系
列
の
中
か
ら
—:
応
.除
外
す
る
。

■(

注
13
.

) 

>革
命
激
に
扣
け
る
吶
国
は
進
ん
充
資
本
主
：義
国
家
で
な
いC

近
代H

 

.
 

:

■

.

.-

六
七
.

&

H
九)

.中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
と「

富
農
経
済
1_
保
存
政
策



桊
は
&

民
経
済
総
：生糜
額
办
約
ニ

.
〇
％

)

：のば
も
と
ょ
り
、社
会
主
義
肆
設
の

.'

. 

た
め
に
必
要
な
最
少
限
度
の
：物質
的
前
提
を
も
，つ

r
®

の.資本
装
義
的
発 

展
段
階
に
あ
る
国
家

」

で
さ
え
•もな
い
半
封
建
農
業
国
家
で
あ
っ

た
。

^
っ
 

:

て
新
民
主
主
義
共
和
国
は

(

注
10)

.
の
ん
塾
を
と
.

っ
て
成

*

し
、

そ
の

歴
史
.
. 

的
任
務
は

r

社
会
主
義
革
命
に
必
要
な
諸
条
件
の
準
備

」

一S

沢
東

「

現
情
#

と
わ
れ
ら
の
任
務

1-
:

九
四
七
年
末

}

に
あ
る

.。：「

中
国
で
は
'民主
主
義
の
た 

め
に
闘
ぅ
期
間
は
な
お
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、.新民
主
主
義
的
述
合 

統二
 

：の国
家
な

.く
し
て
、
新
民
主
主
義
的
国
家
経
済
の
発
展
な
く
し
て
、
私
，
 

人
於
本
主
義
経
済
と
協
同
組
合
経
済
の
発
展
な
く
し
て

…
…

一
言
に
す
れ
ば 

新
し
い
タ
ィ
プ
の
、.ブ
ル
ジ

3
.ァ

的
砠
.«を
も
つ
徹
底
し
た
民
主
主
義
革
命 

な
く
し
て
植
民
地

.

半
植
民
地
•半
封
建
的
廃
墟
の
上
に
社
会
主
義
社
会
を 

雄
設
し
ょ
ぅ
と
し
て
も
、
そ
机
呔
佥
く
空
想
で
し
か
な
い

」
(

一
九
四
五
年

)

 

毛
沢
東

「

速
合
政
府
論

」

毛
.沢

東
金
集
第
六
卷

i

八
八
頁

。

.
(

注
14)

「

暫
行
土
地
法

」
c

中
華
ソ
ヴ
エ
ト
共
和
国
土
地
法

)
(

ー
九
彐

0

年
垒 

国
ソ
ヴ

.
ェ
ト
区
域
代
表
大
会
通
過

)

^

一.
条。 .

「

中
国
土
地
法
大

f

ハ.
一九四 

七
年
九
月
中
共
全
国
土
地
会
議
通
過

.

)

第
一
、

.
第
二
条
。

「

中
華
人
民
共
和 

国
土
他
改
革
法

」
(

|

九
五
〇
年
六
月
中
央
人
民
政
府
公
布

)

.第：一
条

(「

地 

,
主
階
級
の
封
建
的
搾
取

.0

土
她
所
有
制
を
廃
止
し
、
農
民
的
土
地
所
有
制
を 

实
施
し
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
農
村
の
生
産
力
を
解
放
し
、.農業
生
産
を
発
展
さ 

せ、
'

新
中
国

'の
工
業
化

.の
た
め
に
道
を
ひ
ら
く
.

」
)

。

(

注
15)

「

暫
行
土
地
法

」

に
お
け
る
地
主
の
規
定
。
富
農
の
寶
付
地
も
入
る
。

「

中
国
解
放
地
匿
土
地
改
眾
関
係
資
料
集

」

一頁。
之
に
反
し

:r

中
華
人
民

.

;

.

.

.
■

六
八
、(

鸱
四
0
>
: 

,

'

V.
共
和
闰
rt
l
地
改
革
法
'-
,
.で
^
富
農
の
貸
付
地
.が
余
り
多
く
な
い
揚
食
は
.没
耽 

し
な
い
し
、
：財
産
は
保
護
し
、
：侵
害
.'し
て
ゆ
な
ら
な
い
：
.

(

第
六
条)

。「

現
代 

V

 
中
国
法
令 
_

t

s

K

o':
:
:

:

'
:
■■
:
、

,

(

法
16

>「

暫
行

+
地
法」

の
' 五
一
月
提
.出
の
案
で
は
こ
れ
ら
が
禁
止
さ
れ
て
い
た 

，の
が
/九
月
の
中
央
準
備
委
員
会
.で
■そ
の
条
文
が
削
除
さ
れ
.た
。
.
.
当

時

の

指

導 

部
の
動
向
と
し
て
を
自
さ
れ
て
い
る
。前
掲「

土
地
改
革
関
係
資
料
集」

四
頁
。
 

(

法
17)

.字
高
基
輔
、
前
搏
書
、

ー
ニ
.ニ
頁
0
-'

一.
九

-:
ニ
年
三
月
三
〇
日
公
布
の「

全
露
赴
会
主
義
連
邦
ソ
ビ
.
工.ト 

.共
和
国
土
地
法」

'

に
よ
る
と
社
会
主
義
化
の
過
程
と
し
て
次
O'
点
が
拫
本
的 

に
異
な
る
：。「

土
地
、
地
中
'埋
蔵
物
、
水
面
お
よ
び
森
林
の
私
有

#は
永
久
に 

M

己
れ
を
廃
止
す
る
1_
.(

第
ー
条)

。「

す
べ
.て
が
土
地
ば
何
入
が
管
理
す
る
に
厲 

.す
る
を
問
わ
.ず
勞
農
国
家
の
所
有
と
す
る」

(

第U

条)

O
T利
用
し
ぅ
べ
き
土 

.

地

は

単

一

，.
の
国
有
土
地
資
本
ど
な
し
、
農
務
人
民
委
員
部
お
よ
び
そ
の
地
方 

機
関
の
管
理
に
属
す
る
も
の
と
す
る」

(

第
三
条)

。「

土
地
使
用
榷
は
耕
作
し 

.
よ
ぅ
と
す
る
全
人
民
に
附
与
す
る」

(

第
九
条)

が
、「

そ
の
権
利
の
対
象
た
る 

土
地
を
売
買
、
遣
赠
、
担
保
.に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、違
反
し
た
場
合
は 

処
罰
殺
収
さ
れ
£

(

第
一
’

r

七
条)

農
林
省
農
地
局
訳「

ソ
ヴ
ェ
：ト
土
地
法」

。 

(
注
19)

慶
魯
言「

三
年
来
の
土
地
改
茧
迤
動
の
偉
大
な
勝
利」

、「

中
国
に
お 

け
る
人
民
民
主
主
義
'の
建
設」

中
国
研
究
所
、
四
六
頁
。

.

(

往
2 0)
中
国
年
鑑
メ
.ー
九
五
五
年
販
、
ニ
八
0
頁
0

.

(

注
21)

廖
魯
言
、
.前
掲
#

、''
四六頁。
：

•
■

(

注
22)

.
中
国
年
鑑
、
前
掲
書
、.
ー1
八
〇
頁
。
 

：

(

注
23)

'從
来
の
一
経
営
面
積
平
均
が

1

0
献

(

六
反
.ニ

赦

)

.
で
八
亂
を
加
ぇ

. 

て
我
が
国
の
一
町
一
反
程
度
で
あ

.る
が
、
す
で
に

.述
べ
た
よ
ぅ
に
、
生
産
量 

(

反
収

)

：亦
約
半
分

(

革
命
前

>

:
で
は
六
友
分

「

に
し
.か

当
ら
ず
攻
苹
後
の
：坐
 

産
力
の
向
上
を
余
程
期
待
せ
ね
ば
な
る
ま
い

• 

°

(

注
24)

:

改
$

刚
総
農
家
中
貧
農

70
%

、
-.
,中

農
20
%
 (

陶
氏
に

-'
J
:る)

が.改革 

後
逆
転
し
て

.東
北
地
涔
に
お

'い
て
，は貧
農

1
1六〜

四
〇
％
、
中
農

.6
0〜

70
%
 

(
一

九
五

0

年)
(

新
華
月
報

I

九
五
：
|

.

五)

：(

中
国
年
鑑

0

-

.

(

注
25
>

.「

暫
行
土
地
齋

」

.

の
.

：段階
に
お
い
て
は
、
土
地
分

.配
，に
当
っ
て

「

犬 

:

.き
な
農
業
経
常
を
分
配
し
て
し
ま
ぅ
ベ
き

‘で
な
く
集
団
的
な
農
業
経
営
、
也

. 

，鹿
上
の

.互
助
協
同
の
組
，織等
を
組
織
し
：で生
庫
を
集
中
し

-、
生
産
力
の
分
散
：
 

を
さ
け
る
べ
き
で
あ
る

」
(「

暫
行
法

」

：第
：五条
解
釈

i

)

：と
い
ぅ
：立
場
ぶ 

主
張
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
一
部
の
地
方
で
は

「

ま
を
三
方

#」

と#
ばれへ
 

.

る
誤
謬
、
す
な
：わち
：強制
的
に
農
業
を
共
同
経
営
化
し
、
集
団
農
場
化
し
.て
 

:

ゆ
こ
う
と
い
ぅ
方
針
が

.現
わ
れ
た
。
し：かし
一
連
の
土
地
改
革
の
基
調
は
、

,土
地
の
国
有
化
、：

'或
い
は
大
規
模
共
同
：経営
化
，の方
向
で

.は
な
く
、
農
民
的 

土
地
：所有

.(

小
土
地
秘
有

〕

、
'/
^

農
民
経
，常の

.存
続
で
あ
っ
た
。
生®
力
の 

発
展
を
期
待
す
る
余
り
土
地
闺
有
化

=

集
団
農
場
化

'
:

(

ソ
ヴ
そ
ト
農
場

•

ト
 

■

丨
ズ

>
農
業
ァ
ル
テ
.リ
’

コ
ン
ム
ー
ナ

.

)；

を
急
い
だ

.(

一：
九

一
九
年
土
地
社 

会
化
に
関
す
、る接

#

)

.

た
め
に
第
一
：次
大
戦
に
よ
る
農
具
、

^

働
力
の
不
足
：

.

.，も手
伝
っ
て
農
業
を
荒
廃
せ
：しめ
た
ソ
ヴ

H
.

トの経験、
ー九ー九年のハ

.
 

.
.
 

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

:ン
ガ
.リ
ー
ポ
命
の
失
敗
な
ど
に
甚
い
て
い
る
が
、
基
本
的
.に
は
中
国
人
民
民 

主
主
義
苯
命
の
性
質C

往
13
>
:に
よ
る
。

:■
.
■:
-
'
,
' 

•

中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
と

「

富
農
経
済

J

保
存
政
策

(

注
26)

.
?0
.
2
1
,
0
.
,
,
8
.

60

5
9,
.
第

十

三

分

冊

ー
一三

七
頁
。

<
注
27

0
;

「

土
地
改
苹
は
封
建
的
な
取
有
財
鹿
を
廃
止
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
決 

し
て
資
本
主
義
的
な
私
有
財
産
を
廃
，止
し
た
の
で
は
：な
い
。
土
地
改
箪
後
に 

:

新
富
農
が
う
ま
れ
る
こ

と
ば
社
会
経
済
発
埂

の
必
然
的
な

法
則
で
あ
る

」
「

東 

.■北
の
農
業
生
産
に
-た
ぃ
す
を
基
本
的
.な
総
括
.ぉ
よ
び
明
年
の
生
産
任
務
に
っ 

,

い
て
b
.決
.
3
:

(

1
'
'九
四
'*
>
\
:年
.：：ー
|
1月)

(

傍
点
引
用
者)

。

，

'

■:
三 

.：
:.
'
.:
一
 

.
、ft

-
28)

.

.

.
:-

九
四
九
年
.ー
〇
月
1

1

0
に
中
華
人
民
共
和
国
中
央
人
民
政
府
が
成
立
し 

た
。
そ

の「

経
済
建
設
'の
根
本
方
針
は
公
私
兼
顧.
労
資
両
利
.
.城
郷
，..

(

都
市 

と
農
村)

.
互

助
-,

內
外
交
流
：の
政
策
に
よ
：？
て
生
産
発
展
：，
経
済
繁
栄
の
目
的 

を
震
す
る
こ
と」

：条

り

、—1
国

家

ぼ

経

鼉

囲
•
.原
料
供
給
.

販
売
市
場
. 

货
働
条
件
：

•：：

技
術
設
備
.■

財
|

策
.

金
融
政
策
な
ど
の
面
に
お.い
て
、
f
 

経済、協
合
取
妒

.
昏
民
ぉ
よ
び
手6
業
者
か
_

ん
&

聆

.
ぬ

务

 

1

|
蚤
済
於
>̂

沪
卽
象
|

#

主
義
経
済
を
調
整
し
、
：各
類
の
社
会
経
済
的
要
素
が

' 

国
営
経
済
の
栺
導
の%.
'
と

セ

分

業

，
協

業

じ

、

そ
れ
ら
.の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
そ 

の
所
を
得
る
よ
う
に
さ
せ.る
こ
と
に
よ
っ
；
'
て
、
社
会
経
済
全
体
.の
発
展
を
促
す

,

:
• 

I〕

•'
.

•

よ
う
に
し
な
.け
れ
ば
.な
ら
な
い」

(

傍
点
引
用
者〕

と
い
う
。「

人
民
民
主
主
義 

苹
命
の
発
展
：は
種
々
.の
人
民
民
主
主
義
国
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
性
を
も
.

つ
1_
が
、
人
民g

主)

王
義
のH

つ
：
の

発

展

段

階

の

第

：

一

段

階
I

.フ
ル
ジ
ョ
ァ 

民

主

主

義

め

，諸

課

題

.の
完
成
が
優
先
ず
るi

i
； —

が
中
国
で
は「

お
く
れ
た
，

半
封
建
植
货
地
社
会
'か
ら
社
会
主
義
社
'会

，
へ

の

遍.渡

期」
(：一

:

九

五

ニ

年

ま

ぐ
、

-
 

、
'
'

■ 

. 

六

九(

四

四1
0



^

^

と
^

て

考

ぇ

备

各

な

ら

ば

：

r

民
族
資
本
主
義
の
発
展
の
塵
史
的
接
梏 

が
基
本
的
に
廃
除
さ
れ
資
本
主
義
幾
展
の
道

.が
は
じ
：め
て
清#

さ
れ」

"
：
る

と

：
い
_ 

う
^

^
条
件
の
下.に
-.

免
資I

&

利」

_

が
：之
ら
机
る
と
と
ろ
に
中
国

'の
_

:
 

性

が

見

出

名

九

る

の

ヤ

あ

る

ナ

げ

だ

し

主

り

進

ん

だ

社

会

主

肇

命

の

段

階 

に
あ
る
資
本
主
義
国
家
、
だ
が
小
商
品
生
産
が
優
勢
を
古
め
る
国
家
に
お
い
ズ
，
 

は

資

本

主

義

め

：： i

定
限
度
の
篼
展
が
不
可
避
的
^

と
い
う
見
地
か
ら
、不
.ッ
プ
の■■

一初
期
に
資
本
主
義
的
要
素
の
：一；定
限
度
の
発
展
を
ゆ
る
し
、
そ
れ
を
利
用
す
^: 

_

が

结

籍

び

：上
る
.
}が
、「

東
欧
諸
国
の
よ
う
に
矛
盾
が
尖
鋭
化
し
た
、
進
：
 

ん

だ

資

本

主

義

国

家

の

過

渡

期

に

お

い

て

は

プ

•
ロ

レ

タ

リ

；ア

階

級

に

>

,-
て

も 

は
：や
そ
の
条
件
が
現
実
に
.；は
存
在
し
：な
が
が
ら
允
あ
る
"

::
'
.
:
:、

:

.
こ
め
よ
う
な
諸
条
件
の
下
に
翌〉

一
九
五
〇
年
六
月
：

j

中
華
人
民
共
和
国
土
地
：
 

改
革
法」

.
が
公
相
施
行
ざ
れ
た
。、
本
法
は
す
で
，.に
述
べ
た
，.「

暫
行
土
地
法
1~
_
よ 

り
始
ま
る
一
：連
の
土
地
改
革
の
、：
こ
れ
ら
諸
条
件
に
溉
合
せ
し
め
ら
れ
た
総
括 

で
あ
り
、
-'
♦

勝
澌
斯
|
勝」

^

蒙

於

か

勤

和

か4

か
务
現
で
も
あ
る
。
そ 

.の

，
一
：
般

的

内

容

に

：
つ

1,
.
:て
は
前
韋
で
ま
と
め
て
あ
‘り
、
本
章
で
は
そ

の

^
割
を 

前
記
諸
条
件(

ネ
ッ
•フ
第.一

■
段
階
か
ら
第
一
.一
段
階
へ
の
移
行)

.

.'̂
の

関

連

に

お 

い
て
富
農
経
済
保
存
政
策
の
面
か
ら
考
察
し
.て
行
き
た
い
o

'•

:'
、

.

「

土
地
改
革
法
1—
の
ヰ
心
は
.

「

地

主

階

級

.の

封

建

的

撺

取

の

土

地

所

瘍

を

廃
 

止
し
、
.昏
卸
阶
rh
'

i

j

^

i

^

i

#

-L
、
そ
れ
に
よ
つ
て
農
村
の
生

i
i

力
を
解 

6

し
、' 
農
業
生
産
令
発
展
さ
せ
、.新
中
国
の
エ
業
化
の
た
め
に
道
を
せ
ら
く

」 

(

第
一
条
、
傍
点
引
用
者

)

.こ
と
に
亲
さ
れ
る
。
そ
れ
は
第

1'

に
’直

接

生

産

者

に
 

よ
る
生
産
手
段
の
完
全
な
所
有
、
一
小
経
带
榛
式
の
下
に
お
け
る
生
産
力
発
展
の

.

ン

：
七

.0
ぐ
；s

四
5
 

.
.

/-
V
J-
1

4
 )

 

、

:

'
■•

'た
冷
の
^
<
&な
条
件
の
_

龙
あ
り
，
攸

方
"
国
*
§
済
の
指
導
の
下
に
お
け 

■，
.
.る
協
洞
組
_

游
、
個
人
経
^

:
私
的
資
本
主
®

g

済
お
よ
び
国
家
資
本
主
義 

ソ
..
経
i

分
業

：；
：：：

石

社

会

経̂
^
に

お

け

る

広

汎

^

洛

品

生

產

の

成

立
 

:

:で

あ

る

。
：：：
換

言

オ

れ

ば

、

.「

CH
地
改
革
法」

成
立
後
に
お
い
て
中
国
に
支
配
的
に 

§

ず
る
よ
う
it
な

っ

た

小

土

地

私

有

-
—

小

商

品

生

産

を

行

う

小

農

民

経

営 

は
甚
本
的
な
国
民
経
済
の
質
を
除
外
し
て
形
態
的
に
み
れ
，は
、
：古
典
的
：ブ
ル
.ジ 

■

:ョ
ァ
f

後
に
支
配
的
に
現
わ
れ
た「

封
建
的
生
®

係
が
ら
完
全
に
脱
却
し 

:

た」

：自
営
農
民
の
：自
由
な
吐
地
所
有
に
'立
つ
：「

分
割
地
農
民」

——

か
の
歴
史 

的
意
氣
.を
担
^

—

-と
.全
く
同
|
:で
あ
.る
。
：.，
：:
ノ
.」

,

.

.:

5

地

暫

落

％

は
震
の
貸
付
地
、' ,
'

货
働
カ
：を
雇
傭
し
て
耕
作
し
た
経
営 

•

.

\耕
地
を
没
収
1
、
，
自

ら

軿

作

す

る

耕

地

だ

け

を

残

し

(

第
ザ
条
の
2)

、
比
較
的 

,

:

劣
等
地
を
分
配
、.
激
額
は
累
進
鋭
の
原
則
に
よ
る
か
ら
富
農
は
一
般
農
民
よ
り 

.

も
多
く
負
担
す
る
と
.と
：
に
：な

る

(

第

六

条

の3
>
。
文
こ
め
讓
で
は
す
で
に 

.

述
べ
た
よ
う
に(

注
16)

、
土
地
.の
'売
貿
、
食
付
、
.担
保
入
れ
を
禁
止
の
条
文
が 

.

あ
り
、
_

で
削
除
さ
れ
た
こ
4
も
土
地
の
移
動
に
よ
る
農
民
層
の
分
解
を
防 

ぐ
方
針
を
示
し
て
い
た
•。一.
し
か
し「

中
国
吐
地
大
綱」

に
お
.い
て
は
富
農
の
場 

合

「

当
該
農
村
の
^

聆
か
へ
£>
か
所
有
地
、
.家
畜
、
農
具
、
家
屋
、
 

食
糧」

(

第
一
1
条
、'
第
八
条)

を
没
収
し
、
入
ロ
に
比
例
し
て
農
民
と
同
等
の
条 

. 

'

件
と
比
.率
で
分
®

に
参
加
ち
る
:0
す
な
わ
ち
富
農
に
対
す
る
差
別
待
遇
は
な
く 

.
な

り(
地
主
セ
も
生
活
保
障
の
た
め
の
土
地
分
配
が
あ
る)

、
.「

土
地
の
売
買
、
 

怜4

か
务
ル
か
ト
‘に
ぉ
け
る
賃
貸
の
権
利
が
承
認
さ
れ
乏〈

第

一

一
一
条〕

こ 

•

と
が
明
記
さ
れ
だ
点
で
異
な
.っ.て
.ぃ
る
:,
°

.

.

.こ
れ
に
対
し
て
中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
で
は「

富
農
の
土
地
及
び
そ 

の
他
の
財
産
は
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
富
農
の
手
に
残
す
、
雇
傭
労
働
力
に
よ 

り
駢
作
す
る
土
地
、
少
量
の
貸
付
地
も
没
収
し
な
いj

 

(

第
六
条)

>
い
う
項
目 

を

設

定

し

た

所

に

以

前

の

土

地

法

に

対

す

る

特

色

が

あ

る

:°
-

こ

れ

は

第

三

〇

条 

の

「

土
地
の
自
由
な
綏
営
、
売
買
お
よ
び
賃
貸
の
権
利
の
承
認」

,

(

限
定
の
な
. 

ト
点
で
土
地
大
綱
と
異
な
る)

と
§

し
た
明
ら
か
な
富
農
経
済
保
存
政
策
に 

他
.な
ら
な
い
。
'従
つ
て
労
働
力
を
雇
傭
し
て
商
品
生
産
を
行
い
経
営
規
模
を
拡 

大
再
生
産
す
る
苛
能
性
が
土
地
移
動
の
師
亂
を
伴
う
か
ら
、：

直
接
生
産
者
に
よ 

る
自
由
な
農
民
的
土
地
所
有
9
出
現
も
新
た
に
富
農
と
い
う「

農
業
に
お
け
る 

資
本
主
義
的
搾
取
関
係」

の
形
成
と
貧
農
雇
農
へ：

の
転
落
と
い
5
農
民
層
分
解 

M

よ
り
、
近
代
的
大
土
地
私
有
に
と.

つ
て
代
が
が)

る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

ff 

’い
。.
そ
れ
を
内
包
1>
た
土
地
改
萆
法
の
意
義
に
つ
い
て
、：

わ
れ
わ
れ
は
再
び
'中
. 

華
人
民
共
和
国
め
本
質
と
そ
の
段
階
！

不
•ッ
。フ
の
第
ハ
--
a

l
及
び
土
地
改
革
法 

の
位
置
を
想
起
^

欢
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
'で
あ
る
。_

主

主

義

段

階

に

お

.け 

名
,

S

8

S

.保
存
の
目
的
は
何
か
。：

そ
.の
粢
件
は
何
か
。

「

敷
衍
土
地
法
.

」

.の
段
階
に
お
い
て
は
農
業
に
お
け
る
'S
本
的
生
産
関
係
が
、
 

g

接
生
産
者
.の
生
産
手
渡
で
.あ
り
生
活
.手
段
で
あ
る
土
地J..

を
地
.生
、が
.所
有
. 

''
U
:ハ
：経
^

^

を

通

じ

て

そ

：の

剩

涂

1

の

す

べ

亡

を

小

作

料

と

し

.て

収

取 

ず

る

と

：い

う

封

建

的

地

主

小

作

関

係

で

あ

：

づ
た
が
ら
、
，
そ

の

基

本

関

係

を

消

滅
 

こ
ネ
を
主
要
自
的
と
ん
た
。
第

」

.章
で
ふ
れ
た
ょ
ぅ
ヒ
革
命
前
の 

,晦

富

濃

：枕

数
:%
_

く

：

(

総
#

冢

戸

数

の

；
六
4

%)

.、-そ

め

^

.̂%
、
.
所

有

地

に
 

姊

更

挺

土

地

を

借

.入
|

傭

労

働

カ

於
:^
り

拡

太

再

生

産

を

行

ぉ

办

七

ず .る
ロ
シ
ァ
の
富
農
と
異
な
り
小
作
料
め
あ
て
に
所
有
地
を
貸
付
け
よ
う
と
す
る 

地
主
的
色
彩
が
き
わ
め
て
強
か
’つ
た
た
め
に
、
土
地
政
策
之
し
て
ば
富
農
を
地 

主
か
ら
区
別
し
中
立
化
さ
せ
る
方
針
に
立
ち
な
が
ら
も
、
革
命
の
初
期
で
あ
る 

中
華
ソ
ヴH

卜
の
段
階
で
は
富
農
の
地
主
的
基
盤
を
限
定
，せ
ざ
る
を
え
な
か
つ 

.
た
。
が
、「

土
地
政
策
に
関
す
る
法
定
.

」
(
一

九
四
ニ
年)
の
段
階
と
な
る
と
抗 

'日
期
に
啦
Hf
る

農

民

戦

襲U

と
い
う
点
も
あ
々
、
富
農
は
.「
そ
の
生
産
様
式 

.

が
資
本
主
義
的
で
あ
る
：か
ら
、
わ6

略
.o
'も
ル
I

王
主
義
政
権
に
連
合」

し 

う
る
基
盤
が
.あ
る
と
と
が
韻
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
だ
。
更
に
中
央
政
府
成
立 

二 

(

一
九
四
九
年)

,'
後
は
政
が
変
化
し
、各
民
主階級•労働者階 

級

，
農
民
階
級
.
小
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ—

.
員
ま
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
の
統
一
を
前

.

(

注
42
>

提
.と

じ

，
て

一

般

に

ぃ

つ

て

'
.

「

富
農
の
中
立
を
か
ち
と
る」

.
こ
と
が
で
き
る
よ
う 

に
な
つ
.た
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
富
農
経
済
保
存
政
策
.(：

土
地
改
革
法)

は

ネ

--
/ 

■

プ
第
一
段
階
に
お
.け
る
資
本
主
義
的
要f

残
存
のI

般
的
理
由
と
同
じ
く
、

一- 

方
的
に
農
業
生
産
力
発
展
の
た
め
の
役
割
！j 
果
す
に
必
要
な
措
置
で
あ
つ
.た
'
 

し
か
し
す
で
に
個
人
経
済
、
私
的
資
本
主
義
経
済
は
国
営
経
済
の
指
導
の
下
に 

社
会
経
済
の
.r

分
業
、
' 簾
部
分
で
し
か
な
く
な
.つ
て
お
り
、
富
農
経
済
は
そ 

:

の
：限
界
内
で
の
：み
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
：'
'
資

本

主

義

^

^

期

を

け

る

客
 

'
観
的
諸
条
件
と
そ
の
展
望
が
.明
確
に
異
な
'つ
て
い
.る

点

が

強

調

'さ

れ

ね

ば

な

ら 

:

な

い

。当
！！ e

は

7
現
#

の

政

策.が
富
農
驗
済
'の
存
続
、
発
展
を
ゆ
る
.し
て
は
い
. 

る
け
れ
：ど
も
、，
決
ム
て
富
農
経
済
の
発
展
の
道
に
沿
づ
.て
旗
む
事
を
希
望
し
て

I

)
-

.は
：い
.
：
^

;

>

 

の
：で
^

る
。
.
,'
:
::-
ぐ

、
：
,:
.
'
'
.
¥ 

'

\ 
■ー
す
.な
わ
ち
.
'ー̂

で
は
残
存
す
る
資
$

3£
義

的

要

素

の

悪

い

側

面

_
_
_
.
^
|
^
的

V
.
.
. 

\ 

.

!•

.

. 

_

中
_

人

民

共

和

国

土

地

改

璀

法

ネ

「

富

農

済」

，
，保

存

政

策.
..'
•

■
' 

モ
ー.

、

(

四
‘四
§



へ.搾
取

、
；
糧

穀

の

貿

い

し

め

，、

貿

い

だ

め

と

授

機

、

高
！
*

(

は

小
.土

地

私

有

： 

営

：

の
：，

一

靈

民

に

対

し

て

激

し

く

分

解

作

用

.し
、
M
宿
郷
で
は
.

b

 

.一
 

■ 

戸
の
新
富
嚴
が
形
成
さ
れ
、
.そ
の
ぅ
ち
五
名
は
■投
機
買
い
し
め
な
ど
讓
活
動 

を
始
め
四
名
は
土
地
を
購
入
し
て
商
品
生
産
を
行
い
経
営
を
披
太
し
私
が
、
他 

:

蜜
地
を
売
却
し
た
もS

1
1

九
戸
、.
高

利

の

：金

：を

借

り

た

も

：の

五

七

戸

で

ニ

FT
:
, 

.
の
貧
農
が
雇
農
に
脱
落
し
锋〕

商
品
経
済
に
対
決
す
る
広
汎
な
中
国
の
小
農
民 

へ
経
営
I

:—
|
土
地
そ
の
他
：の
生
産
手
段
の
集
中
を
排
除
す
る
と
同
様
に
、
同
じ 

生
摩
過
程
の
内
部
に
お
け
る
讓
や
分
業
、.
自
然
に
た
い
ず
る
社
会
的
な
支
@3

.

. 

: 

.

. 

I

) 

： 
： 

C
、

%

調
整
、，
社
会
的
生
産
|

の
自
虫
な
発
展
を
も
排
除
す
る
：|
.

——

が
階
級
分
：
 

，解
'を
.通
じ
た
大
経
営
に
よ
る
生
産
力
の
発
展
.，(

資#
主
%

的
な
道)

で
な
く
て 

大

規

模

農

業

に

い

；
か
に
：し

て

移

行

し

ぅ

る

か

。
：

：「
み

ず

か

ら

働

い

：
て

え

た

'••
い 

虹
.ば
個
々
独
立
の
労
观
個
人
と
彼
の
労
働
諸
条
件
と
の
.癒
着
に
も
と
づ
く •

私 

的
i
im7
J

が
い
か
に
し
て「

他
人
の
•'.し
が
し
形
式
的
に
は
自
由
な
マ
勞
働
の 

.搾

取

に

も

と

づ

く

資

本

制

的

所

有

に

よ

：
？
て

駆

逐

放

が

」

，
ず

に

新

し

い

集

団

的
 

:A
民

的
|

§

に
移
行
1
ぅ
る
が
ャ「

小
農
経
済
が
：農
民
の
天
国
で
は
な
く
資
本 

主
義
が
そ
こ
：か
ら
発
達
し
て
行
く
温
床
で
あ
る」

:>
-

」

と
を
知
ら
ず
、;「
土
地
を 

手
.に
入
れ
た
.こ
と
.に
.満
足
し
：て
'ニ
ら
の
遣
の
あ
い
だ
の
：十
字
路
を
さ
ま 

ハ

I

/5

ど
農
民
を
組
織
し
て
階
級
分
解
に
よ
.る
®
員
，へ
の
転
落
を
防
ぎ
、
か
ち
と 

っ
た
土
地
を
守
り
0

つ

農

業

の

社

会

、
王

義

的

改

造

：を

行

ぅ

農

業

協

同

化

の

方

向 

が
打
ち
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
-:
;
'

.「

一
九
五

一

一

年

末

を

も

つ

て

^

！̂
主
生
義
率
命
の
諸
任
務
な
"ら
び
に
経
済
復 

興
の
任
務
を
基
本
_
杧
果
む!|
-
_
,ハ
過
渡
期
第
一
段
吧
^

ぬ

、
：ー
九
5

ー?

に
は

.
七
ニ

'-C

四
四
.四)

：

資
本
主
義
を
漸
次
消
滅
.せ
:1
>
.め

る

た

め

：
の

諸

条

件

が

.一:

応
準
備
さ
れ
て
社
会 

主

義

建

設i

過
渡
期
第
二
段
階
に
入
.？
た
も
の
と
し
、「

憲
法
の
公
布(

一
九 

五
.四
年 
>
.を
そ
の
事
実
の
反
映
と
考
X.
^
?
?
J
.
な
：ら
.ば
、
土
地
改
革
法
に
よ
つ
て 

示
さ
れ
た
：f

富
肩
経
済
保
存i

馨

：'C

農
業
部
門
に
お
け
る
ネ
ツ
プ
の
第
一段
. 

階)

^
も
は
：や
そ
の
役
割
を
完
了
し
た
。
：.

「

国
家
は
富
農
経
済
に
た
い
し
て
は 

制
限
と
.

4

歩

r

歩
絶
滅
，.の
^

^
を
^

る」

；：

(「

中
華
人
.民
共
和
国
憲
法
.第
八
条」

) 

の
で
あ
る
。
：：

.

.

.

.

.

.

. 

•-

べ
注
28

>

-1
労

働

者

階

級
.:
農

民

階

級
;*
'

小
プ
ル
ジ
3

ア
ジ
ー
.

.
民
族
ブ
ル
ジ 

ョ
ァ
ジ：

丨
お
よ
び
そ
：：の.他
の
^

国
'的

.
民
主
主
義
的
な
入
タ
の
人
民
民
主
統 

.
1

戦
線
の
政
権」

(「

中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
共
同
綱
領」

(

一
九
四
九
年 

_:

九
月
ー
：
一

八

日

)

前
文」

.に
よ
る
.「

新
民
主
主
義
す
な
わ
ち
人
民
民
主
主
義
の 

'
論
家
'-
-
:；
'
i

第

一

条

；

J。。

そ
れ
は「

過
渡
期
一
の
国4

J
.
(
V

ル
-
ク

ス「

ド
ィ
ツ 

：

労
働
者
舞
綱
領
1
-1
:ー
/\
七

逢

年

：の
ゴ.
丨
タ

辋

颔」
y

ル

タ
ス=

エ
ン
ゲ
ル 

.

ス
選
集
+
—*
ニ
卷
、
'
上
ニ
五
四
寊
。
レ

丨

—
ン
1
ー
卷
選
集
第
1
1卷
¥

1
九
頁
。

.

「

'A
民
.民

主

、
王

義

国

家

論

.

T:

前
掲
書
、V

六
九
頁
参
照)

で
ぁ
；る
。

(

法
29
> 

.-1
中
国
人
茛
政
^
5協
商
会
議
共
同
辋
領」

第
ニ
六
’条
、「

現
代
中
国 

■

法
令
集」

三
五
頁
。

.

_

30)
「

国
家
>'
.法
め
理
論」

：
藤
田
勇
訳
下
、三
八
71

頁
0 

:
■'
.
'

(

注
31)

前

掲
--
.
人

民

：
民

主

：
主

«.
国
家
論
1

七
1

頁
、
.一
ー.〇
三—

四
頁
。

(

法
32〕
.':
つ
過
渡
期
に
お
け
る
齋
路
韻
に
つ
ぃ
て
の
基
ポ
的
認
識」

新
民
.主
主 

義
経
済
研
究
会
：.編
駅
；「

卟
国
革
命
の
理
論」

上
：八
..四
|

八

八

頁

参

照

。
.
高

橋

勇
.治

「

中
華
人
民
共
和
国
の
本
質」

「

人
民
民
主
主
義
の
'研
究」

上
：
六
三 

丄
ハ
.四
、
七
九
頁
。
.

-
 

i

v

中
国
の
場
合
、
過
去
.の
官
僚
独
占
資
本
の
発
.展
は
中
国
資
本
主
義
の： 

「

不
：能
発
展
の
.産
物」

(

陳
伯
逮「

四
大
家
族」

)

で
あ
り
、「

新
民
主
主
義
梁 

命
の
た
め
の
十
分
な
物
質
的
条
件
を
.準
備
チ
る
.も
の」

，(「

甩
沢
東」

)

で
あ
，

っ
て
中
国
の
エ
業
的
鉻
展
を
停
滞
せ
し
め
て
い
た
も
の
は
民
族
資
本
の
矛
盾 

:

で
ゆ
な
い
と
こ
ろ
に「

労
資
両
利」

1&
策
を
奭
現
せ
し
め
る

現
実
的
可
能
性
-

が
.あ
-
.つ-た
。

'
•:
. 
一' 

- 

-

•■
.

.」

.沈
志
遠「

国
家
資
本
主
義
の
性
質
に
関
す
る
問
題」

「

中
国
寒
命
の
理
論
1_ 

上
ニ
〇
貢
。「

人
民
民
主
主
：義
の
.発
展
に
ぉ
け
る
新
し
い
諸
契
機」

研
.'究
資 

.
，料

「

人
'民
民
主
主
義
か
ら
社
会
幸
義
ヘ」

六
I

七
頁
。

.

(

注
34
>
 

T

自
営
農
民
，の
自
出
な
所
有
は
あ
き
ら
か

.
に
小
.経

営

の

た

め

の

土

地 

.所
有
の
最
も
正
常
的
な
形
態
で

.

あ
る
。
土
地
の

所
有
が
こ
の
：経
営
様
式
の
完 

全
：な
発
展.
の
た
め
に
必
要
な
.の
は
用
具
の

所
有
が
手
工
業
的
経
啻
の
鲈
由
な 

苑
展
の
た
め
に
必
耍
な
の
と
同
様
で
あ
る

」

。
：3
,

3

, 

0
.
,

 

S
.

00
5

9

.
第
十
三
分 

冊
一
一
三
六
頁

0
.
: 

-

.

.

(

注
35)

小
林
屏T

分
割
地
農
民
の
歴
史
的
意
義j

、

商
学
論
集
第
一
：
八
卷
第 

■
二
号 

'
.九—

ー
0
頁
。

•:
•

(

注
36

>

.
レ
I 
ニ
ン「

農
業
問
題
体
系」

'第
二
卷
六
ニ
五
丨
ブ
一
七
頁
？
全
集
第.

^

一
 

三
巻U

八
七
頁
。
上
原
信
博「

『

土
地
国
有
論』

と『

一
一
つ
の
道』

の
論
理」 

「

変
承
期
：に
お
け
る
地
代
範
_」

三

ー

：ニ
：
、

三
.ー
：六
頁
。

_ 

ノ 

(

注
37) 

：

~1
.
凍
北
觚
放
铉
土
地
法
大
綱
突
施
.補
充
弁
法」

㈥

俞

掲「

資
料
集1

中
華
人
民
.共
和
国
土
地
改
革
法
と「

富
農
経
済」

保
存
政
策

(

注
38)

東
欧
.の
土
地
法
は
す
べ
て
制
限
あ
る
い
は
禁
止
し
て
い
る
。
宇
高
基

(

法
39〉

、,-
-D

a
s
「 K

g:s
a
l
「
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a.
o.
,.
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S
S
V
7
5
2
〜
7
5
4
.

長
谷
部
文
雄 

け

■■
•顧
.

r

 

5

六
|

四
0
頁
。
努

_

〜

00
0
4，
一
一 

五
.七

丨

ニ

六

〇
頁
。
ィ 

■

•
レ
と
;̂
;
箸
、'
大

山

岩

雄

：
，
：
西

.雜

鞭

訳

、—1
ロ

シ
-7
に
ぉ
げ
る
資
本
主
義
；

0
、

ニ
ニ 

ニ
、
--
:

コ
ー
一
〇
貧
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,

■
一
一「

土
地
改
革
は
封
建
的
な
私
有
財
産
を
廃
止
し
た
だ
け
で
ぁ
つ
て
決
し
て 

賢
本
主
義
的
な
私
有
財
産
を
靡
止
し
た
の
で
は
な
い
。
土
地
改
革
後
に
新
富 

農
が
ぅ
ま
れ
る
こ
と
は
社
会
経
済
発
展
の
必
然
的
な
法
則
で
ぁ
る」

「

東
牝 

の
農
業
生
産
に
た
’，い
.す
る
基
本
，的
な
総
括
お
ょ
び
明
年
の
生
産
任
務
に
つ
い 

V

の
決
定」

一：九
四
八
年
'

ニ
.

月

(

傍
点
引
用
者)

P
 

<
注
40

>

半
封
建
的
植
民
地
国
家
の
新
民
主
主
義
革
命
の
第
一
期
に
お
い
て
ぽ 

:

.
社
会
主
義
的
国
営
経
済
の
創
出
は
值
ち
に「

資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の 

過
渡
期=

社
会
主
義
建
設
期」

{
の
.移
行
を
標
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ 

“

こ
-で
は「

資
本
主
義
的
要
素
に
：

一

定
の
■制
限
を
加
え
な
が
.ら
.こ
.れ
と
'提
携
し
、

.

.
そ
®
発
展
%>
發
助
し
て
経
済
的
後
進
.性
.を
克
服
す
る
--
定
期
僩
の
介
在
が
不 

可
避
的
で
ぁ
る」

。
高
橋
輿
治
.r

中
華
人
民
共
和
国
の
本
質」

前
掲
書
七
，六 

頁
、

' 

フ
ィ

ギ

H

丨

ー

彳

前

掲
^

人
民
民
圭
主
義
国
家
論
し
八
五
驚
、
毛
沢
東 

会
集
藥
四
卷
/\
三
頁
。(

注
13)

<
注
33)

参
照
，

：

(

注
41)

')

劉
少
奇「

土
地
問
題
に
か
ん
す
る
報
告」

「

新
中
国
の
土
地
問
題」

ニ

,

\
 

:

’ 

七

三

S
:
四
五〕

，
棘

、

前

掲

書

、

，一

'
一
一.ニ

頁
。

.'
'
.

の
発
展」

上
' 

1

U
一.八
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七
五
.
、I 

ニ
九
、

一
五
八
、
ニ
ー
九
丨
ー1

一一
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乂
注
42
V

:
劉
少奇

"
；

前
掲
書
、
-
m

'K
。

;

. 

.

.

.

. 

■ 

: 

く

■:
'

バ
法
43)

へ
す
で
に
前
寧
で
述
べ
た
如
く
土
地
改
革
は
そ
れ
鱼
体
で
は
左
産
カ
発
へ 

:'
展
の
可
能
性
を
与
え
る
に
す
ぎ
.ず
、
へ
零
細
経
営
鹫
金
.の
欠
乏
.、
技

術

の

低

位
* 

. 
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独
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手
段
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華
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和
国
憲
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所
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存
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商
品
生
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ゥ
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成
さ
れ
て
い

.るが
ぎ
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第
一

.段階

.の社
会
主

.義社
会
.に
ぉ
ぃ
て
は
す
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.
:て
の
生
産
手
敗
が
全

.人民
的
土
地
所
有
と
さ
れ
る
と
と
は

.なく
、
自
己
の
赍
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.

働
に
4
と
づ

'く小
規
徵
：の
：私
的
所

.有は
そ

.の.所
#.
者
の
自
発
性
に
も
と
..サ
い 

.■:て
猶
別
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集
団
の
集
団
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.所有
八
：協
同
組
合
的
所
有)

と
い
ぅ
形
を
と
つ
.て 

こ
社
会
化
さ
れ
る
。
と
の
ょ
ぅ
だ
社
会
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お̂

い

て

は

商

品

生

産
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価

値
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則
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'
.存
在
す
石
ご
藤
田
勇
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故
会
主
義
昀
所
有
と
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約
し
ン
五
頁
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農
民
経
営
摄
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；資
本
主
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な
道
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主
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：道
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す

な

, 

わ

ち
—1
農

敢

の

ぅ

ち

：
一
.
部

の

%

の
が
し
だ
い
に
賓
農
化
し
、
大
多
数
の
勤
免 

.■
農
民
は
し
#
い
に
転
落
し
貧
困
化
す
る
道
と
協
同
化
を
え
て
し
だ
い
に
社
会 

主
義
的
集
団
農
業
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す
す
み
、
，す
べ
て
の
勤
労
農
民
が
富
裕
に
な
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沢
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国
農
村
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会
主
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問
題
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問
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汎
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存
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小
生
産
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会
主
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生
産
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行
せ
し
め
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有
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手
段
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い
る
。

k

し
て
立
ち
現
和
れ
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流
通
過
歡
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瑗
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掌
&

し
.て
V'
-
た
.に
す
ぎ
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資
本
主
義
社
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そ
れ
と
異
な
り
、「

生
.產
協
同
.

合
，ベ
独
立
的
。
発
展 

、
し
■販
売
離
賀
事
業
を
逆
に
ち
に
従
事
せ
し
め
る
こ
と
が
出
來
る」

。

井
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日
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協
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：

ハ
：業
協
同
化
の
問
題
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華
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憲
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よ
れ
ば
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生
産
手
段
の
所
嘉
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主
要
な
も
.の
と
'
 

し

て

国

家

的

所
^P

す
な
'わ
ち
全
人
民
的
所
^P

、
：

協
同
組
合
的
所
f

す
な
：
 

わ
ち
勤
労
大
衆
に
よ
る
集
団
的
所
^P

、

単

敗

経

営

の

勤

労

者

に

よ

る

所

^

^

、 

資
本
家
的
所
贏
,-
が
：あ

る

(

第
五
：条〕

。'規
段
階
：
-:

に
お
.い
て
は
、
S

人

證

^

^

：の

社

堇

讓

资

で

あ

ブ

て

.、
，
賣

瘙

済.
.

の

な

か

の

指

導

力

：で

お

り

、

(

国
家
が
社
舍
1

*
的
改
造
を
実
現
す
る
物
質
的
棊
' 

礎
1-
.で
あ
り
、
従

：-
?
:で
^
優
先
的
に
発
展
ぎ
.せ
る
>」

'>
を
保
証
す
る」

：1

1

®
 

'済
.
»

六
条)

と
ぐ「

勤
労
大
衆
に
よ
慕
分
的
な
集
団
的
所
慕
で
、
，単
独
へ 

.経
営
農
民
：.
単

建

営

竽

！

-I

業
者
な
.ど
、を
組
織
b

て
集
団
的
馨
制
に
：み
ち
び
,
 

ベ

過

艘

的

な

形

歡
.

X
/

で
あ
る
協
同
組
合
賺
ノ
«•
七
条〕

が
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る
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法
律
に
%■ 

と
づ
い
て
讓
さ
れ
て
1'
ざ
農
民
：の
±
地

馨

権

’
農

民
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韦
エ
業
者
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生
産
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•

段
め
1

権

に

基

づ<'
^

|

営
は
次
第
〃
に
改
造
さ
れ
て
生
産
め
協
同
化
と

中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
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富
農
経
済J

保
存
政
策
：

.

,

流

し

、
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「

資

本

主

義

的

H

裏

(

賢
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の所
有
権
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.

保
難X

は
次
第
に
！！
家
資
本 
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主
讀
済
に
転
化
す
る
ょ
ぅ
指
導
さ
れ
、
■資
本
家
的
所
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次
第
に
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人
民
的 

:

に
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え
ら
れ
る
方
向J

を
と
る(
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会
、王
義
0
経
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基
礎
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く
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ぅ
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と
^

^
そ
れ
は
*

^

_
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社
会
主
義
1
-
|業

と

-
つ
の
全
#:
-
的
な
経
済
に
結
合
す
る
と
ど
、
農
業
ど
エ
業 

'と
め
生
産
彻
0 /
趣
衡
を
基
礎
に
し
て
帮
と
農
村
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の
関
係
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彆
す
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■
:

と
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階

級

め

発

生
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」

：
な

：
に

よ

り

も

ま

^

:

本

の

発
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を
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す

け
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す

べ 

ノ
で
の
通
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ざ
V
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.揚
す
る
こ
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最
後
に
.直
接
に
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級
の
廃
絶
を
％
た
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.
ら
す
ょ
.ぅ
な
生
産
七
分
配
の
諸
条
件
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く
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こ
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味
す
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'
か

し

な

が
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農

業
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義
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さ
れ
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工
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結
合
す
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.
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藤
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組
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費
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農
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^
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的
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が
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:
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労
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経
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=
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：
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へ
と
い
ぅ
現
実
に
立
ち
ヽ
し
霞
と
旧
中
農
下
層
及
び
元
識
で
あ
っ
ぺ
た
新
中
農
下
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互
助
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織
し
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1

営
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方
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：
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分
 

散
し
た
土
地
の
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に
対
しV

」
f

■協
同
労
働
戈
集
団
経
営
が
如
何
に
：す
ぐ
れ
；
 

て
い
る
如」

:-「
労
働
カ
を
合
理
_

ぬ
組
織
し
、(

共

同

で

，大

農

具

を

便

用

1.
で
労
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働
生
證
兮
高
め
”
土
地
り
活
用
^
開

墾

^
怍

付

種

目

其

め

他

を

計

画

时
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行
 

:い
、_大
'々

，
的

に

：灌

漑

排

水

施

設

を

整

備

し

、
、
技

術

的

改

革

を

実

現

じ

文

ゆ
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，
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と
が
い
か
に
農
業
生
産
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急
逮
に
発
展
さ
せ
る
か
卜
等
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現
実
忆
荥
す
こ
と
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に
ょ
っ
：
て
消
極
；

§

众

中

農
-
富
裕
中
農.を
説
徵
す
る
。
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決
1.

ー
て
：中
農
の.利

益
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を
犯
し
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は
な
ら
な
い
：

」
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'
し

「

富
裕
中
農
の
資
：

^

義
的
傾
向
に
た
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的
な
®

手
段
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こ
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な
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農
業
迚
§
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組
合
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し
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農

具
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役

畜'灌
漑
設
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ど
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資
す
る
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に
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じ
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、
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'
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い
：：は±
 

地
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共
同
耕
作
に^ :

供
す
る
:
一
般
農
民
铃
た
い
し
て
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辟
の
签
蓝
な
報
酬
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合
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：轰

収

益
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の
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灰
ら
茭
払
.ぅ
べ
額
ば
：

「

定
款」

：第
十
八
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ょ
る)

"
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ょ
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模
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湖
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初
級
農
業
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成
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し
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有
財
産
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裔
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具
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紙
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員
の
任
意
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ょ
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用
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が
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定
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し
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組
合
そ
れ
自
体
の
発
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^
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齓
合
共
有
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利
用
に
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す
る
，

c

こ
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役
畜
農
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買
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と
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)
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は
す
で
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で
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報
酬
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補
«
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と
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お
れ
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時
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停
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さ

れ

著
4

な
る
；(「
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組
合
模
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定
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そ
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ょ
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。
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用
办
土
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有
の
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の
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第
一
七
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又
組
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手
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資
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で
ぎ
.る
一(

第
一
五
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'
そ
1>
て
こ
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生
産
協
同
組
合
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射
購
買
販
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協
同
紙
合
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農

村

篇
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鐵
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結
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し
-て
：&
産

面
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：が

り
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な

く

流

通

->
;
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融

面

か

：ら

も
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機

、
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利
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を

ふ 

.，
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す

ベ
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換
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益
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搾
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本
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す
け
る
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う
な
、
^
で
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農
ね
農
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転
落
せ
し
む
を
ょ
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、
'
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面
的
に
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王
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す
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わ
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業
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す
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し
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実
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れ
.る
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な
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同
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合
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団
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あ
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五
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戸
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工
業
生
産
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換
を
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く
め
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現
実
に
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多
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i
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で
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あ
れ
こ
の
基
-本
的
方
向
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生
産
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活
水
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を
ひ
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上
げ
た
。
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が
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的
な
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団
化
と
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鉱
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入
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費
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。
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あ
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中
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組
合
員
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に
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経
営
し
、.
生
：鹿
物
も
ま
た
そ
.れ
ぞ
れ
の
ゝ
組
合
員
が
此
資
し
た 

土
地
の
面
積
と
労
働
ガ
に
ょ
つV

統
一
的
に
分
配
さ
れ
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菜
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